
型式認証取得機種「DJI式DJI Mini 4 Pro型」
使用者へのガイダンス



 メーカーが「型式認証」を受けた機種は、１機毎に「機体認証」※1を受けることができます。
 「機体認証」の有効期間は、３年間です。
 「無人航空機操縦者技能証明」の保有者は、「機体認証」を受けた機体を用いて以下の赤の
点線枠で囲った４種類※2の「特定飛行」を行う際、飛行許可・承認申請が不要になります。

「特定飛行」に該当する飛行の空域・方法
（出典：国土交通省）

型式認証を受けた機種のメリット

※1 この資料では、第二種機体認証（第三者上空を飛行する「カテゴリーIII」飛行は実施できません）のことを指します。
※2 機種毎に対応する特定飛行は異なりますが、DJI製の型式認証機種は現状4種類全てに対応しています。
夜間飛行・目視外飛行の場合は、操縦者が保有する無人航空機操縦者技能証明の該当する限定事項解除が必要です。
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機体認証を受けるための手続き

1. DJI正規代理店で機体を購入

2. 機体登録・リモートID書き込み

3. ドローン情報基盤システム（DIPS2.0）で機体認証を申請（2.から1か月以内）

4. 日本海事協会へ検査申し込み・手数料の納入

5. 検査合格後、国土交通省が機体認証書を発行

※申請の際、検査機関の希望は「日本海事協会」を選択してください。

次のページを参照

手続きの詳細については、以下のQRコード（日本海事協会公式）へアクセス
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機体登録・リモートID書き込みについて

登録及びリモートID書き込みの詳細については、以下のQRコード（DJI公式）へアクセス
★次のページに、機体登録時の重要な注意事項があります★
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機体登録時の注意事項

1. これまで、ドローン情報基盤システム2.0（DIPS2.0）における機体登録手続きでは、
製造者名として「DJI」を選択いただいておりましたが、型式認証を受けた機体を登録
する際には、製造者名として「DJI JAPAN株式会社」を選択してください。

2. その後、型式名として「DJI Mini 4 Pro【DJI式DJI Mini 4 Pro型】」を選択してください。

誤って製造者名に「DJI」、型式名に「DJI Mini 4 Pro」を選択して登録してしまうと、
DIPS2.0において型式認証を取得していない機体として扱われ、機体認証を受けることが
できなくなります。

DIPS2.0機体登録手続きにおける機体情報の入力画面
（出典：国土交通省）



機体認証を受けた後に守らなければいけないこと

 特定飛行（飛行許可・承認が免除される場合を含みます）を実施する場合、ドローン情報
基盤システム（DIPS2.0）で「飛行計画の通報」を行ってください。

 「無人航空機飛行規程」（DJIが配布）に従って機体を運用してください。
 「無人航空機整備手順書」（DJIが配布）に従って点検整備を実施してください。
 「飛行日誌」（国土交通省所定の様式でユーザーが作成）を記録※してください。

無人航空機の飛行日誌の取扱要領 無人航空機の飛行日誌の取扱いに関するガイドライン

※「飛行日誌」の記録は特定飛行を行う場合のみ義務となっていますが、機体認証を受けた後は、
特定飛行か否かに関わらず全て記録してください。記録内容が不十分な場合、機体認証を更新
できなくなる可能性があります。「飛行日誌」の詳細や記入例については、以下の国土交通省
公式資料をご確認ください。

「飛行日誌」に記録する事項
• 飛行した内容を記録する「飛行記録」
• 飛行前点検などの結果を記録する「日常点検記録」
• 定期的な点検の結果や整備・改造内容を記録する「点検整備記録」
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飛行記録

国土交通省公式
Excel様式

URL: https://www.mlit.go.jp/common/001592569.xlsx 7

https://www.mlit.go.jp/common/001592569.xlsx


日常点検記録
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注：日常点検の項目は、型式認証を取得した型式毎に異なります。
以下は、DJI式DJI Mini 4 Pro型の専用記録様式です。



点検整備記録

国土交通省公式
Word様式

URL: https://www.mlit.go.jp/common/001592568.docx 9

https://www.mlit.go.jp/common/001592568.docx

